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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いた
キャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムで
あって、
　前記キャリアアグリゲーションが行われている場合、ＳＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２
は、前記移動局と前記マスター無線基地局との間で確立されるように構成されており、
　前記スレーブ無線基地局が追加される場合、該スレーブ無線基地局は、前記移動局に対
して、ＳＲＢを追加又は変更するための信号を送信することによって、該移動局と前記マ
スター無線基地局との間で確立されている前記ＳＲＢ１及び前記ＳＲＢ２と同じ設定内容
となるように、該移動局と前記スレーブ無線基地局との間でＳＲＢ１及びＳＲＢ２を確立
するように構成されていることを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基地局配下のセルを用いた
キャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されている移動通信システムで
あって、
　前記キャリアアグリゲーションが行われている場合、ＳＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２
は、前記移動局と前記マスター無線基地局との間で確立されるように構成されており、
　前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対して、前記ＳＲＢ１及び前記
ＳＲＢ２の設定情報を通知すると共に、前記移動局に対して、該スレーブ無線基地局を追
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加するように指示するように構成されており、
　前記移動局は、前記指示に応じて、前記マスター無線基地局との間で確立されている前
記ＳＲＢ１及び前記ＳＲＢ２の設定情報を用いて、前記スレーブ無線基地局経由で該ＳＲ
Ｂ１及び該ＳＲＢ２上で信号を送るための設定を適用するように構成されていることを特
徴とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０まで
で規定されているＣＡ（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ、キャリアアグリゲー
ション）では、図６（ａ）に示すように、同一の無線基地局ｅＮＢ配下のＣＣ（Ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ　Ｃａｒｒｉｅｒ、コンポーネントキャリア）＃１及びＣＣ＃２を用いて同時
通信を行うことで高いスループットを実現することが可能であった。
【０００３】
　一方、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１２では、ＬＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０まで
のＣＡを拡張して、図６（ｂ）に示すように、異なる無線基地局ｅＮＢ＃１/ｅＮＢ＃２
配下のＣＣ＃１/ＣＣ＃２を用いて同時通信を行うことで高いスループットを実現する「
Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ（或いは、Ｉｎｔｅｒ-ｎｏｄｅ　ＵＰ　ａｇｇｒｅｇａｔｉｏ
ｎ）」が検討されている（非特許文献１参照）。
【０００４】
　例えば、全てのＣＣを単一の無線基地局ｅＮＢ内に収容することができない場合に、Ｌ
ＴＥ方式のＲｅｌｅａｓｅ-１０と同程度のスループットを実現するためには、「Ｉｎｔ
ｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うことが必要となる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ寄書Ｒ２-１３１７８２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、既存のＬＴＥ方式では、上述の「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われ
る際に、ＳＲＢ（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ）をどのように確立す
べきかについて規定されていないという問題点があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　
ＣＡ」を行う際に、適切に、ＳＲＢ０～ＳＲＢ２を設定することができる移動通信システ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基
地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されて
いる移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合、Ｓ
ＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２は、前記移動局と前記マスター無線基地局との間で確立さ
れるように構成されており、前記スレーブ無線基地局が追加される場合、該スレーブ無線
基地局は、前記移動局に対して、ＳＲＢを追加又は変更するための信号を送信することに
よって、該移動局と前記マスター無線基地局との間で確立されている前記ＳＲＢ１及び前
記ＳＲＢ２と同じ設定内容となるように、該移動局と前記スレーブ無線基地局との間でＳ
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ＲＢ１及びＳＲＢ２を確立するように構成されていることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、移動局が、マスター無線基地局配下のセル及びスレーブ無線基
地局配下のセルを用いたキャリアアグリゲーションを行うことができるように構成されて
いる移動通信システムであって、前記キャリアアグリゲーションが行われている場合、Ｓ
ＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２は、前記移動局と前記マスター無線基地局との間で確立さ
れるように構成されており、前記マスター無線基地局は、前記スレーブ無線基地局に対し
て、前記ＳＲＢ１及び前記ＳＲＢ２の設定情報を通知すると共に、前記移動局に対して、
該スレーブ無線基地局を追加するように指示するように構成されており、前記移動局は、
前記指示に応じて、前記マスター無線基地局との間で確立されている前記ＳＲＢ１及び前
記ＳＲＢ２の設定情報を用いて、前記スレーブ無線基地局経由で該ＳＲＢ１及び該ＳＲＢ
２上で信号を送るための設定を適用するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行う際に、適
切に、ＳＲＢ０～ＳＲＢ２を設定することができる移動通信システムを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃２によって送信される「ＳＲ
Ｂ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ」のフォーマット例を示す図である。
【図４】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。本実施形態に係る移動通信システムとして、ＬＴＥ方式の移動通信システムを例
示して説明するが、本発明は、ＬＴＥ方式以外の移動通信システムにも適用可能である。
【００１３】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局ｅＮＢ＃１と、
無線基地局ｅＮＢ＃２とを具備している。
【００１４】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ｅＮＢ＃１は、マスター無線基地
局（或いは、マクロセルを管理するマクロ無線基地局）Ｍ-ｅＮＢであり、無線基地局ｅ
ＮＢ＃２は、スレーブ無線基地局（或いは、スモールセルを管理するスモール無線基地局
）Ｓ-ｅＮＢであるものとする。
【００１５】
　また、本実施形態に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１
配下のセル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配下のセルを用いた「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」
を行うことができるように構成されている。
【００１６】
　かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うために、無線基地局ｅＮＢ＃１及び移動局
ＵＥは、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｉｏｌ）レイヤ機能を具備
しており、無線基地局ｅＮＢ＃２は、ＲＲＣレイヤ機能を具備していなくてもよい。
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【００１７】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１のＲＲＣレイヤ機能が、移動局ＵＥ宛ての全てのＲ
ＲＣメッセージを生成し、移動局ＵＥに送信するように構成されている。
【００１８】
　或いは、かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うために、無線基地局ｅＮＢ＃１、
無線基地局ｅＮＢ＃２及び移動局ＵＥの全てが、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｉｏｌ）レイヤ機能を具備していてもよい。
【００１９】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃１のＲＲＣレイヤ機能及び無線基地局ｅＮＢ＃２のＲ
ＲＣレイヤ機能の各々が、移動局ＵＥ宛てのＲＲＣメッセージを生成し、移動局ＵＥに送
信するように構成されている。
【００２０】
　なお、無線基地局ｅＮＢ＃１のＲＲＣレイヤ機能によって生成されるＲＲＣメッセージ
及び無線基地局ｅＮＢ＃２のＲＲＣレイヤ機能によって生成されるＲＲＣメッセージは、
ＬＴＥ方式の規定によって決められるものとする。
【００２１】
　図１に示すように、かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われている場合、ＳＲＢ
０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２が、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されるよ
うに構成されている。
【００２２】
　ここで、ＳＲＢ０は、ＲＲＣコネクションの確立及び再確立や、ＲＲＣコネクション要
求信号の拒絶といったＲＲＣコネクションの確立のための基本的なシグナリングのみ送信
するように構成されているため、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間にのみ確立さ
れ、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間では確立されないように構成されている。
【００２３】
　また、ＳＲＢ１は、ＳＲＢ２の確立前に、ＮＡＳ（Ｎｏｎ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔ
ｕｍ）メッセージと共に、ＲＲＣメッセージを送信するためのベアラである。
【００２４】
　さらに、ＳＲＢ２は、ＮＡＳメッセージと共に、「ｌｏｇｇｅｄ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を含むＲＲＣメッセージを送信するためのベアラであり
、ＳＲＢ１よりも低い優先権を有しており、「ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ａｃｔｉｏｎ」の後に
、Ｅ-ＵＴＲＡＮによって設定される。
【００２５】
　ＳＲＢ１及びＳＲＢ２を介して送信すべきＲＲＣメッセージは、無線基地局ｅＮＢ＃１
によって送信されてもよいし、無線基地局ｅＮＢ＃２によって送信されてもよい。
【００２６】
　したがって、かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われている場合、移動局ＵＥと
無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ２と同じ設定内容のＳ
ＲＢ１及びＳＲＢ２が、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で確立されるように構
成されている。
【００２７】
　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃２が追加される場合、かかる無線基地局はｅＮＢ＃２は、
移動局ＵＥに対して、既存の「ＳＲＢ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ」を送信することによって、移
動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ２と同じ設
定内容となるように、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間でＳＲＢ１及びＳＲＢ２
を確立するように構成されている。
【００２８】
　以下、図２及び図３を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００２９】
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　図２に示すように、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間でＳＲＢ０/ＳＲＢ１/Ｓ
ＲＢ２が設定されている状態で、無線基地局ｅＮＢ＃２を追加すること（移動局ＵＥが、
無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配下のセルを用いた「Ｉｎｔ
ｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うこと）が決定されると、ステップＳ１００１において、無線
基地局ｅＮＢ＃２は、移動局ＵＥに対して、図３に示す「ＳＲＢ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ」を
送信する。
【００３０】
　かかる「ＳＲＢ-Ｔｏ-ＡｄｄＭｏｄ」は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で
確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢと同じ設定内容のＳＲＢ１及びＳＲＢ２を、移動局Ｕ
Ｅと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で確立するように指示するものである。
【００３１】
　具体的には、無線基地局ｅＮＢ＃２は、図３に示すように、「ＳＲＢ-Ｔｏ-ＡｄｄＭｏ
ｄ」内の情報要素「ｓｒｂ-Ｉｄｅｎｉｔｙ」によってＳＲＢの識別情報を設定し、「Ｓ
ＲＢ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ」内の情報要素「ｒｌｃ-Ｃｏｎｆｉｇ」によって、ＲＬＣレイヤ
における設定を行い、「ＳＲＢ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ」内の情報要素「ｌｏｇｉｃａｌＣｈ
ａｎｎｅｌＣｏｎｆｉｇ」によって、論理チャネルに係る設定を行うように構成されてい
る。
【００３２】
　ステップＳ１００２において、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間でＳＲＢ１及
びＳＲＢ２が確立されると、無線基地局ｅＮＢ＃２は、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２を介して送
信すべきＲＲＣメッセージについて、確立されたＳＲＢ１及びＳＲＢ２を介して移動局Ｕ
Ｅに対して送信する。
【００３３】
　なお、ＳＲＢ０を介して送信すべきＲＲＣメッセージについては、移動局ＵＥと無線基
地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ０を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１から移
動局ＵＥに対して送信される。
【００３４】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、上述の「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が
行われている場合に、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で確立されているＳＲＢ
１及びＳＲＢ２は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ１
及びＳＲＢ２と同一の設定内容を有しているため、移動局ＵＥは、既存のＬＴＥ方式と同
様に、１本のＳＲＢ１及び１本のＳＲＢ２が確立されているように見え、ＲＲＣメッセー
ジを、どの無線基地局ｅＮＢとの間で確立しているＳＲＢ１及びＳＲＢ２を介して受信す
るべきか判断する必要がなくなるという効果を奏する。
【００３５】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　以下、図４及び図５を参照して、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムにつ
いて、上述の第２の実施形態に係る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００３６】
　図４に示すように、上述の「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われている場合、ＳＲＢ
０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２が、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されるよ
うに構成されている。
【００３７】
　一方、上述の「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われている場合、ＳＲＢ１及びＳＲＢ
２が、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間で確立されるように構成されている。
【００３８】
　かかる場合、無線基地局ｅＮＢ＃２は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確
立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ２の設定情報を用いて、移動局ＵＥに対して、かかるＳ
ＲＢ１及びＳＲＢ２上で送信されるべき信号を送信するように構成されている。
【００３９】
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　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃２は、無線基地局ｅＮＢ＃２との間のＸ２インターフェイ
スを介して、かかるＳＲＢ１及びＳＲＢ２の設定情報を取得するように構成されている。
【００４０】
　以下、図５を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００４１】
　図５に示すように、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間でＳＲＢ０/ＳＲＢ１/Ｓ
ＲＢ２が設定されている状態で、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００１において
、無線基地局ｅＮＢ＃２を追加すること（移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃１配下のセ
ル及び無線基地局ｅＮＢ＃２配下のセルを用いた「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うこ
と）を決定すると、ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢ＃２に対して、移動
局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ２の設定情報
を送信する。
【００４２】
　無線基地局ｅＮＢ＃２は、ステップＳ２００２において、かかる設定情報を受信した後
、ステップＳ２００３において、かかる設定を確認して旨を、無線基地局ｅＮＢ＃１に対
して通知する。
【００４３】
　その後、無線基地局ｅＮＢ＃１は、ステップＳ２００４において、「ＲＲＣＣｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を移動局ＵＥに対して送信し、無線基地局
ｅＮＢ＃２の追加を指示する。
【００４４】
　移動局ＵＥは、ステップＳ２００５において、「ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅ」を無線基地局ｅＮＢ＃１に対して送信すると
共に、ステップＳ２００６において、無線基地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲ
Ｂ１及びＳＲＢ２の設定情報を用いて、無線基地局ｅＮＢ＃２経由でＳＲＢ１及びＳＲＢ
２上でデータを送るための設定を適用する。
【００４５】
　なお、ＳＲＢ０を介して送信すべきＲＲＣメッセージについては、移動局ＵＥと無線基
地局ｅＮＢ＃１との間で確立されているＳＲＢ０を介して、無線基地局ｅＮＢ＃１から移
動局ＵＥに対して送信される。
【００４６】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、上述の「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が
行われている場合には、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃２との間でＳＲＢ１及びＳＲＢ
２を確立しなくても、無線基地局ｅＮＢ＃２は、移動局ＵＥと無線基地局ｅＮＢ＃１との
間で確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ２の設定情報を用いて、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２を
介して送信すべきＲＲＣメッセージを送信するように構成されているため、移動局ＵＥは
、既存のＬＴＥ方式と同様に、１本のＳＲＢ１及び１本のＳＲＢ２が確立されているよう
に見え、ＲＲＣメッセージを、どの無線基地局ｅＮＢとの間で確立しているＳＲＢ１及び
ＳＲＢ２を介して受信するべきか判断する必要がなくなるという効果を奏する。
【００４７】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００４８】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ＭｅＮＢ（マスター無線基地局
）配下のセル及び無線基地局ＳｅＮＢ（スレーブ無線基地局）配下のセルを用いた「Ｉｎ
ｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ（キャリアアグリゲーション）」を行うことができるように構成さ
れている移動通信システムであって、かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行われてい
る場合、ＳＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２は、移動局ＵＥと無線基地局ＭｅＮＢとの間で
確立されるように構成されており、無線基地局ＳｅＮＢが追加される場合、かかる無線基
地局ＳｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＳＲＢ-ＴｏＡｄｄＭｏｄ（ＳＲＢを追加又は
変更するための信号）」を送信することによって、移動局ＵＥと無線基地局ＭｅＮＢとの
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線基地局ＳｅＮＢとの間でＳＲＢ１及びＳＲＢ２を確立するように構成されていることを
要旨する。
【００４９】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥが、無線基地局ＭｅＮＢ配下のセル及び無線基
地局ＳｅＮＢ配下のセルを用いた「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」を行うことができるよう
に構成されている移動通信システムであって、かかる「Ｉｎｔｅｒ-ｅＮＢ　ＣＡ」が行
われている場合、ＳＲＢ０、ＳＲＢ１及びＳＲＢ２は、移動局ＵＥと無線基地局ＭｅＮＢ
との間で確立されるように構成されており、無線基地局ＭｅＮＢは、無線基地局ＳｅＮＢ
に対して、上述のＳＲＢ１及びＳＲＢ２の設定情報を通知すると共に、移動局ＵＥに対し
て、無線基地局ＳｅＮＢを追加するように指示するように構成されており、移動局ＵＥは
、かかる指示に応じて、無線基地局ＭｅＮＢとの間で確立されているＳＲＢ１及びＳＲＢ
２の設定情報を用いて、無線基地局ＳｅＮＢ経由でＳＲＢ１及びＳＲＢ２上でＲＲＣメッ
セージ（信号）を送るための設定を適用するように構成されていることを要旨とする。
【００５０】
　なお、上述の無線基地局ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢや移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによ
って実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによっ
て実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００５１】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００５２】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地
局ＭｅＮＢ/ＳｅＮＢや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００５３】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５４】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ＃１（ＭｅＮＢ）/ｅＮＢ＃２（ＳｅＮＢ）…無線基地局
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